
会議所会員の皆さまへ  「木更津商工会議所サービス業部会主催セミナー」のお知らせ！ 

 

～規律ある職場・意欲的な職場をつくる！！～ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就業規則は、職場環境を良くするためのルールです。規律ある職場環境を作る事が優秀な人材

を定着させる事に繋がります。また、人事労務に関するルールをきちんと規定しておかないと、

労使トラブルが発生した場合の対応に苦慮することになります。就業規則は会社が縛られると思

われがちですが、服務規律や人事権など民事的な部分において会社のリスクを回避し、会社運営

を助ける事になります。就業規則の意義を理解し、従業員が意欲的に働く上での職場環境づくり

と不要な労使間のトラブルを回避する手段として、本セミナーをご活用頂きたいと思います。 

 

場
所 

 平成29年3月22日（水） 18：00～20：00（17：30～受付開始） 
日
時 

受
講
料 

木更津市市民活動支援センター         
きさらづみらいラボ ２Ｆ会議室 

無 料 

申
込み 

２０名（１事業所２名まで） 
下記申込書にご記入の上、ＦＡＸにてお申し込み 

下さい。（定員になり次第受付を終了します。） 

申込締切 平成２９年３月１６日（木） 

木更津市中央1-1-6  （TEL）0438-53-7070 

 
定
員 

木更津商工会議所 行 「就業規則セミナー」 受講申込書  

事業所名  
参

加

者

名 

 

住   所  

 
電話番号  FAX  

就業規則についての相談や疑問・質問などありましたら、こちらにご記入下さい。 

 

 

 

 
※今回ご記入頂いた個人情報は、本セミナーの実施に関すること及び今後のセミナーや講習会のご案内等以外の目的で使用する 

ことはありません。 

セミナー参加申込書 FAX.０４３８－３７－８７０５ 

＜講師紹介＞  

社会保険労務士 森田
もりた

 政雄
まさお

 氏           

株式会社木更津企業管理センター 取締役 

木更津商工会議所 専門家相談員 

※定員20名 

１事業所２名様

までご参加出来

ます！！ 

自社で就業規則を

作りたいけど、ど

うしたら・・・。 

まずは基本を知り

たい。 

作っては見た

ものの、この

規定で大丈夫

かな・・・？ 


